
5.2-1 

5.2 環境の保全のための措置 

5.2.1 環境保全措置の比較検討及び内容 

「5.1 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果」の環境影響評価項目毎に環境保全措置

の検討を行ったが、各環境影響評価項目で実施するとした環境保全措置が、他の環境影響評価

項目に影響を及ぼす懸念があること、また、同一目的の環境保全措置が環境影響評価項目によ

り異なる実施内容となる可能性があるため、比較検討を行う。 

 

(1) 工事の実施における環境保全措置 

各環境影響評価項目における環境保全措置の検討の結果、工事の実施における環境影響に

対して実施するとした環境保全措置について、上述した問題はないと考えられることから全

て実施する。環境影響評価項目毎の環境保全措置の一覧を表 5.2-1に示す。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(1/9) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

動
物
の
重
要
な
種 

ハチクマ、

ハヤブサ 

工事の一部

が営巣地周辺

で も 実 施 さ

れ、生息環境

の変化及び繁

殖活動への影

響が生じる可

能性が考えら

れる。 

工事の実施に

よる生息環境の

変化及び繁殖活

動への影響を最

小限に留める。 

生息・繁殖状況

をモニタリング

し、事業の影響有

無を把握する。 

○建設機械の稼働

に伴う騒音等の

抑制 

・低騒音、低振動の

工 法 を 採 用 す

る。 

・車両等のアイド

リングを停止す

る。 

・騒音、振動が生

息・繁殖に与え

る影響を低減

する効果が期

待できる。 

○作業員の出入

り、工事用車両

の運行に対する

配慮 

・作業員や工事用

車両が営巣地付

近に不必要に立

ち入らないよう

制限する。 

・作業員の出入

りや工事用車

両の運行が生

息・繁殖に与え

る影響を低減

する効果が期

待できる。 

○コンディショニ

ングの実施 

・繁殖に影響を与

える時期に工事

を 実 施 す る 場

合、着手時に対

象工種のインパ

ク ト の 強 度 を

徐々に高めるな

ど、その刺激に

馴らす。具体的

な実施方法につ

いては、専門家

の指導・助言を

得ながら対応す

る。 

・繁殖成功率を

低下させる懸

念のある、工事

に起因する要

因を低減する

効果が期待で

きる。 

○監視とその結果

への対応 

・事業実施区域及

びその周辺の重

要な種の生息・繁

殖状況を監視し、

必要に応じて対

策を講じる。 

・生息・繁殖状況

の変化を把握

することで、事

業の影響有無

を評価するこ

とが期待でき

る。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(2/9) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

動
物
の
重
要
な
種 

カワガラス 予測地域周

辺で確認され

ている 8 つが

いのうち 5つ

がいでは、試

験湛水に伴う

一定期間の冠

水及びダム洪

水調節に伴う

一時的な冠水

並びに直接改

変以外(建設

機械の稼働

等)により、

生息環境の変

化及び繁殖活

動 への影響

が生じる可能

性が考えられ

る。 

工事の実施及

び土地又は工作

物の存在及び供

用による生息環

境の変化及び繁

殖活動 への影

響を最小限にと

どめる。 

生息・繁殖状

況をモニタリン

グし、事業の影

響有無を把握す

る。 

○建設機械の稼働に

伴う騒音等の抑制 

・低騒音、低振動の

工法を採用する。 

・車両等のアイドリ

ングを停止する。 

・騒音、振動が生

息・繁殖に与え

る影響を低減

する効果が期

待できる。 

○作業員の出入り、

工事用車両の運行

に対する配慮 

・作業員や工事用車

両が営巣地付近に

不必要に立ち入ら

ないよう制限す

る。 

・作業員の出入

りや工事用車

両の運行が生

息・繁殖に与え

る影響を低減

する効果が期

待できる。 

○営巣環境となり得

る環境の創出 

・本種の営巣環境と

なり得る環境を設

ける。 

・営巣環境とな

り得る環境を

整備すること

で、繁殖活動 

への影響を低

減する効果が

期待できる。 

○監視とその結果へ

の対応 

・事業実施区域及び

その周辺の重要な

種の生息・繁殖状

況 を監視し、必要

に応じて対策を講

じる。 

・生息・繁殖状況  

の変化を把握

することで、事

業の影響有無

を評価するこ

とが期待でき

る。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(3/9) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

植
物
の
重
要
な
種 

(種子植物・

シダ植物) 

コヒロハハ

ナヤスリ、

マツバラ

ン、コモチ

シダ、ジガ

バチソウ、

ウチョウラ

ン、サナギ

スゲ、メガ

ルカヤ、オ

オヒキヨモ

ギ 

(蘚苔類) 

ウキウキゴ

ケ、コバノ

ホソベリミ

ズゴケ 

直接改変及

びダム洪水調

節地の環境に

より本種の生

育個体の多く

が改変され

る。 

個体の移植

（挿し木等を含

む）又は表土撒

き出しにより事

業の影響を低減

する。各項目の

具体的な環境保

全措置について

は、今後の調

査、検討を踏ま

え決定する。 

○直接改変、ダム洪

水調節地の環境に

よる影響を受ける

個体を移植（挿し

木等を含む）す

る。 

・移植先となる移植

適地を選定し、影

響を受ける個体を

移植する。 

 

・改変による個

体の消失を低

減する効果が

期待できる。 

○生育地の表土を採

取し、生育適地等

に撒き出す。 

・撒き出しを実施す

る場所となる移植

適地を選定し、生

育地から表土を採

取し、生育適地に

撒き出す。 

・改変による個

体の消失を低

減する効果が

期待できる。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(4/9) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

植
物
の
重
要
な
種 

（種子植

物・シダ植

物） 

マツバラ

ン、コモチ

シダ、ホン

ゴウソウ 

直接改変等

以外の影響

（改変区域付

近の環境の変

化）により、

生育地点及び

生育個体の多

くの環境が変

化する可能性

がある。 

個体の生育状

況等を継続的に

監視する。 

○直接改変等以外の

影響を受ける可能

性のある個体につ

いて影響の有無を

確認する。 

・改変区域付近の生

育地点において、

個体の生育状況を

継続的に監視す

る。 

直接改変等以

外の影響を未然

に防いだり、直

接改変等以外の

影響により、個

体の損傷等の影

響が生じた場合

に、移植等の環

境保全措置の検

討、実施といっ

た速やかな対応

が可能である。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(5/9) 

項目 環境影響 
環境保全措

置の方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

生
態
系
上
位
性(

河
川
域
） 

カワガラ

ス 

予測地域周

辺で確認され

ている 8 つが

いのうち 5つ

がいでは、試

験湛水に伴う

一定期間の冠

水及びダム洪

水調節に伴う

一時的な冠水

並びに直接改

変以外(建設

機械の稼働

等)により、

生息環境の変

化及び繁殖活

動 への影響

が生じる可能

性が考えられ

る。 

工事の実

施及び土地

又は工作物

の存在及び

供用による

生息環境の

変化及び繁

殖活動への

影響を最小

限にとどめ

る。 

生息・繁

殖状況をモ

ニタリング

し、事業の

影響有無を

把握する。 

○建設機械の稼働に伴う

騒音等の抑制 

・低騒音、低振動の工法

を採用する。 

・車両等のアイドリング

を停止する。 

・騒音、振動が

生息・繁殖に

与える影響を

低減する効果

が期待でき

る。 

○作業員の出入り、工事

用車両の運行に対する

配慮 

・作業員や工事用車両が

営巣地付近に不必要に

立ち入らないよう制限

する。 

・作業員の出入

りや工事用車

両の運行が生

息・繁殖に与

える影響を低

減する効果が

期待できる。 

○営巣環境となり得る環

境の創出 

・本種の営巣環境となり

得る環境を設ける。 

・営巣環境とな

り得る環境を

整備すること

で、繁殖活動 

への影響を低

減する効果が

期待できる。 

○監視とその結果への対

応 

・事業実施区域及びその

周辺の重要な種の生

息・繁殖状況 を監視

し、必要に応じて対策

を講じる。 

・生息・繁殖状

況の変化を把

握すること

で、事業の影

響有無を評価

することが期

待できる。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(6/9) 

項目 環境影響 
環境保全措

置の方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

生
態
系
典
型
性(

陸
域
） 

典型性 

（陸域） 

「アカマツ

林」、「スギ・

ヒノキ植林」

及び「落葉広

葉樹林」につ

いては、試験

湛水により一

部に変化が生

じると考えら

れるが、その

割合は小さく

大部分が残存

し、森林の階

層構造及び植

生の分布状況

に変化は生じ

ないことか

ら、そこに生

息・生育する

生物群集の構

成にも大きな

変化はないと

考えられる。 

なお、試験

湛水により植

生変化が生じ

た箇所は、長

期的にはそれ

ぞれ場所の環

境条件に応じ

た植生に遷移

するものと考

えられる。 

環境影響

は小さいと

考えられる

が、ダム洪

水調節地内

の植生のよ

り確実な回

復を図る。 

○ダム洪水調節地内にお

ける植生モニタリング

及びその結果に応じた

必要な措置の検討 

・試験湛水後の

ダム洪水調節

地内の植生の

状況を確認す

ることで、措

置の必要性の

判断及びその

内容検討のた

めの情報が得

られることが

期待できる。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(7/9) 

項目 環境影響 
環境保全措

置の方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

生
態
系
典
型
性(

河
川
域
） 

典型性 

（河川

域） 

試験湛水に

より「急峻な

山地区間」の

河岸植生に変

化が生じる

が、変化する

区間は一部で

あり、河岸植

生が変化した

範囲について

も長期的には

それぞれの場

所の環境条件

に応じた植生

に遷移するも

のと考えられ

ることから、

生息・生育環

境及び生息・

生育する生物

群集の変化は

小さく、魚類

の餌生物であ

る落下昆虫や

底生動物への

有機物供給は

一定程度維持

されると考え

られる。 

環境影響

は小さいと

考えられる

が、急峻な

山地区間及

び山地で合

流する支川

における河

岸植生のよ

り確実な回

復を図る。 

○急峻な山地区間及び山

地で合流する支川にお

ける河岸植生モニタリ

ング及びその結果に応

じた必要な措置の検討 

・試験湛水後の

急峻な山地区

間及び山地で

合流する支川

の河岸植生の

状況を確認す

ることで、措

置の必要性の

判断及びその

内容検討のた

めの情報が得

られることが

期待できる。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(8/9) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

建
設
工
事
に
伴
う
副
産
物 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊 

既設擁壁工の撤去

等により、対処を要

するコンクリート塊

は約 568m3となる。 

コンクリート

塊の発生量を抑

制する。 

既設擁壁工の撤去

によるコンクリート

塊と、その他砂利と

の分別を徹底する。 

分別の徹底によ

り、コンクリート

塊の発生量が低減

される。 

発生したコン

クリート塊の再

生利用を促進す

る。 

中間処理施設へ搬

出し、コンクリート

塊の再生利用を図

る。 

中間処理施設へ

搬出し、コンクリ

ート塊の再生利用

を図ることによ

り、最終処分場で

の処分量が低減で

きる。 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊 

既存道路の舗装の

撤去等により、対処

を要するアスファル

ト・コンクリート塊

は約 200m3となる。 

アスファル

ト・コンクリー

ト塊の発生量を

抑制する。 

既存道路の舗装の

撤去等によるアスフ

ァルト・コンクリー

ト塊とその他砂利等

との分別を徹底す

る。 

分別の徹底によ

り、アスファル

ト・コンクリート

塊の発生量が低減

される。 

発生したアス

ファルト・コン

クリート塊の再

生利用を促進す

る。 

中間処理施設へ搬

出し、アスファル

ト・コンクリート塊

の再生利用を図る。 

中間処理施設へ

搬出し、アスファ

ルト・コンクリー

ト塊の再生利用を

図ることにより、

最終処分場での処

分量が低減でき

る。 

脱
水
ケ
ー
キ 

脱水ケーキの発生

により環境への負荷

が生ずる。 

脱水ケーキの

発生量を抑制し

廃棄物としての

処分量の低減を

図る。 

濁水処理施設によ

る機械脱水等を適切

に行い、効率的に脱

水ケーキ化を行う。 

効率的な処理等

により脱水ケーキ

の発生量を低減す

る効果が期待でき

る。 

発生した脱水

ケーキの再利用

を促進し廃棄物

としての処分量

の低減を図る。 

盛土材、埋戻し材

等として再利用を図

る。 

脱水ケーキの再

利用を図ることに

より、脱水ケーキ

の最終処分量を低

減する効果が期待

できる。 

伐
採
木 

伐採木の発生によ

り環境への負荷が生

ずる。 

発生した伐採

木の再生利用を

促進する。 

有価材としての売

却やチップ化等を行

い、再利用を図る。 

発生する伐採木

の再生利用を図る

ことにより、伐採

木の処分量が低減

できる。 
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表 5.2-1 工事の実施における環境保全措置(9/9) 

項目 環境影響 
環境保全措置

の方針 
環境保全措置 

環境保全措置の

効果 

主
要
な
有
形
な
文
化
財 

安楽寺廃寺

及び桐生辻

遺跡 

安楽寺廃寺及び

桐生辻遺跡は事業

実施区域内に位置

し、「工事の実

施」により一部が

改変されると考え

られる。 

主要な有形

な文化財の改

変を回避又は

低減 

・法に基づく調

査 

安楽寺廃寺及

び桐生辻遺跡の

改変の程度が低

減される。 

 

  



5.2-11 

 

(2) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置 

各環境影響評価項目における環境保全措置の検討の結果、土地又は工作物の存在及び供用

における環境影響に対して実施するとした環境保全措置について、前述した問題はないと考

えられることから全て実施する。環境影響評価項目毎の環境保全措置の一覧を表 5.2-2 に示

す。 

 

表 5.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(1/7) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

動
物
の
重
要
な
種 

カ ワ ガ ラ

ス 

予測地域周辺

で確認されてい

る 8 つがいのう

ち 5 つがいで

は、試験湛水に

伴う一定期間の

冠水及びダム洪

水調節に伴う一

時的な冠水並び

に直接改変以外

(建設機械の稼働

等)により、生息

環境の変化及び

繁殖活動 への影

響が生じる可能

性が考えられ

る。 

工事の実施及

び土地又は工作

物の存在及び供

用による生息環

境の変化及び繁

殖活動への影響

を最小限にとど

める。 

生息・繁殖状

況をモニタリン

グし、事業の影

響有無を把握す

る。 

○監視とその結果

への対応 

・事業実施区域及

びその周辺の重

要な種の生息・

繁殖状況を監視

し、必要に応じ

て 対 策 を 講 じ

る。 

・生息・繁殖状

況の変化を把

握 す る こ と

で、事業の影

響有無を評価

することが期

待できる。 

 

  



5.2-12 

表 5.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(2/7) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

植
物
の
重
要
な
種 

(種子植

物・シダ植

物) 

コヒロハハ

ナヤスリ、

マツバラ

ン、コモチ

シダ、ジガ

バチソウ、

ウチョウラ

ン、サナギ

スゲ、メガ

ルカヤ、オ

オヒキヨモ

ギ 

(蘚苔類) 

ウ キ ウ キ

ゴケ、コバ

ノ ホ ソ ベ

リ ミ ズ ゴ

ケ 

直接改変及び

ダム洪水調節地

の環境により本

種の生育個体の

多くが改変され

る。 

個体の移植

（挿し木等を含

む）又は表土撒

き出しにより事

業の影響を低減

する。各項目の

具体的な環境保

全措置について

は、今後の調

査、検討を踏ま

え決定する。 

○直接改変、ダム

洪水調節地の環

境による影響を

受ける個体を移

植（挿し木等を

含む）する。 

・移植先となる移

植適地を選定

し、影響を受け

る個体を移植す

る。 

・改変による個

体の消失を低

減する効果が

期待できる。 

 

○生育地の表土を

採取し、生育適

地等に撒き出

す。 

・撒き出しを実施

する場所となる

移植適地を選定

し、生育地から

表土を採取し、

生育適地に撒き

出す。 

・改変による個

体の消失を低

減する効果が

期待できる。 

 

  



5.2-13 

表 5.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(3/7) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

植
物
の
重
要
な
種 

（種子植

物・シダ

植物） 

マ ツ バ ラ

ン、ホンゴ

ウソウ、コ

モチシダ 

直接改変等以

外の影響（改変

区域付近の環境

の変化）によ

り、生育地点及

び生育個体の多

くの環境が変化

する可能性があ

る。 

個体の生育状

況等を継続的に

監視する。 

○直接改変等以外

の影響を受ける

可能性のある個

体について影響

の有無を確認す

る。 

・改変区域付近の

生育地点におい

て、個体の生育

状況を継続的に

監視する。 

直接改変等以

外の影響を未然

に防いだり、直

接改変等以外の

影響により、個

体の損傷等の影

響が生じた場合

に、移植等の環

境保全措置の検

討、実施といっ

た速やかな対応

が可能である。 

  



5.2-14 

表 5.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(4/7) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

生
態
系
上
位
性
（
河
川
域
） 

カ ワ ガ ラ

ス 

予測地域周辺

で確認されてい

る 8 つがいのう

ち 5 つがいで

は、試験湛水に

伴う一定期間の

冠水及びダム洪

水調節に伴う一

時的な冠水並び

に直接改変以外

(建設機械の稼働

等)により、生息

環境の変化及び

繁殖活動 への影

響が生じる可能

性が考えられ

る。 

工事の実施及

び土地又は工作

物の存在及び供

用による生息環

境の変化及び繁

殖活動への影響

を最小限にとど

める。 

生息・繁殖状

況をモニタリン

グし、事業の影

響有無を把握す

る。 

○監視とその結果

への対応 

・事業実施区域及

びその周辺の重

要な種の生息・

繁殖状況を監視

し、必要に応じ

て 対 策 を 講 じ

る。 

・生息・繁殖状

況の変化を把

握 す る こ と

で、事業の影

響有無を評価

することが期

待できる。 

 

 

 

  



5.2-15 

表 5.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(5/7) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

景
観
資
源 

景 観 資 源

(大津市の

峡 谷 ・ 渓

谷、三上・

田上・信楽

県 立 自 然

公園) 

事業の実施に

より大津市の峡

谷・渓谷と三上・

田上・信楽県立自

然公園の一部が

ダム堤体、洪水調

節地予定区域及

び付替道路と重

なり改変される。 

改変規模は、大

津市の峡谷・渓谷

全体の約 4.4％、

三上・田上・信楽

県立自然公園全

体の約 0.7％と少

ない。なお、試験

湛水により変化

が生じた洪水調

節地はダム供用

後、時間の経過と

ともに植生遷移

が進行し、元の植

生の状況や立地

状況に応じて草

地環境や低木林

になり、長期的に

は森林等へ遷移

すると考えられ

ることから、大津

市の峡谷・渓谷の

河川景観及び三

上・田上・信楽県

立自然公園の主

要な構成要素で

ある森林景観は

回復すると予測

される。 

景観資源の改

変の程度を低減

する。 

・法面等の植生の

回復 

・ダム洪水調節地

内の植生の残置 

景観資源の改

変の程度を低減

する効果が期待

できる。 
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表 5.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(6/7) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

主
要
な
眺
望
景
観 

主 要 な 眺

望景観（金

勝 山 ハ イ

キ ン グ コ

ー ス か ら

の眺望) 

金勝山ハイキン

グコースからダム

堤体・付替道路方

向の眺望景観で

は、視界全体に「三

上・田上・信楽県立

自然公園」及び「太

神山」を眺望でき

るが、ダム関連施

設は視認できな

い。 

金勝山ハイキン

グコースから洪水

調節地・付替道路

方向の眺望景観で

は、視界全体に「三

上・田上・信楽県立

自然公園」を眺望

でき、眼下に付替

道路を視認するこ

とができる。 

周辺の自然景

観との調和を図

る。 

・構造物の低明

度及び低彩度

の色彩の採用 

構造物は周辺

の自然景観との

調和が図られ、

周辺の自然景観

と調和する効果

が期待できる。 
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表 5.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(7/7) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 

環境保全措置の 

効果 

主
要
な
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

金勝山ハ

イキング

コース 

金勝山ハイキ

ングコースは桐

生辻線及び瀬戸

ヶ滝線の一部が

洪水調節地内に

位置するが、冠

水する期間を除

き利用すること

ができるが、ア

クセス性は変化

すると考えられ

る。なお、快適

性は維持される

と考えられる。 

主要な人と自

然との触れ合い

の活動の場の利

用性の変化の回

避又は低減す

る。 

・新たなアクセス

ルートの確保 

金勝山ハイキ

ングコースへの

アクセス性が向

上し、人と自然

との触れ合いの

活動の利用性の

変化の程度が低

減される。 

 




